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１ 人口及び世帯数の推移と推計 
 

日本全体が人口減少時代に突入したにもかかわらず、本市の人口と世帯数は最近５か

年の状況を振り返っても、依然として増加基調にあります。住民基本台帳における平成

２５年１０月１日現在の人口は、１８３,５５２人、世帯数は７０,０９８世帯となって

います。 

一方、平均世帯人員は、昭和３０年の５.４１人をピークに下がり続けています。平成

２５年１０月 1日現在、２.６２人まで減少しており、世帯の少人数化が進んでいます。 

また、平成２５年１０月 1日現在の本市の高齢化率は１８.１％で、国（平成２５年推

計値）よりも７.４ポイント下回っており、人口構成の若い都市であるという特徴があり

ます。特に、３０～４０歳代や１５歳未満の若年層の割合が国に比べて高くなっていま

す。しかし、高齢者の中でも要介護者の割合が高くなる後期高齢者の比率は徐々に高く

なっています。 

図２‐１ 本市の人口及び世帯数の推移 
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※資料：実績値：総務省「国勢調査」 

推計値(総人口）：国立社会保障・人口問題研究所 

推計値(世帯数、世帯人員）：国勢調査をもとに作成 

２－１ 本市の現状 
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図２-２ 平成２２年 男女別年齢（５歳階級）構成比 
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                                    ※資料：総務省「国勢調査」 

図２‐３ 人口動態の推移 
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※資料：愛知県「あいちの人口」（１０月１日現在） 
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表２‐１ 計画期間における市の年齢区分別人口割合の推計 

※資料：平成２５年は住民基本台帳（１０月１日現在） 

国６５歳以上構成比率は推計値（国立社会保障・人口問題研究所） 

平成２６～３０年は推計値（国立社会保障・人口問題研究所が公表している 

平成２２・２７・３２年の人口推計結果（コーホート要因法）をもとに作成） 

 

図２‐４ 高齢化率の推移 
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          ※資料：総務省「国勢調査」、平成２７・３２年の推計値（国立社会保障・人口問題研究所） 

 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

人
口
（
人
） 

総人口 183,552 183,075 183,924 184,676 185,329 185,884 

0～14歳 29,769 29,181 29,015 28,821 28,598 28,347 

15～64歳 120,583 118,760 118,650 118,596 118,598 118,656 

65歳～ 33,200 35,134 36,259 37,259 38,133 38,881 

構
成
比
率
（
％
） 

0～14歳 16.2 15.9 15.8 15.6 15.4 15.3 

15～64歳 65.7 64.9 64.5 64.2 64.0 63.8 

65歳～ 18.1 19.2 19.7 20.2 20.6 20.9 

国 65歳～ 25.5  26.2  26.8 27.4  27.9  28.4  
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２ 社会福祉の概況 
 

（１）高齢者世帯数 

本市の総世帯数及び高齢者を含む世帯数は年々増加しています。 

表２‐２ 世帯の状況  

（単位：世帯） 

区 分 平成２３年 平成２４年 平成２５年 

総世帯数 ６８,３０５ ６９,１６２ ６９,８４８ 

６５歳以上の高齢者を含む世帯数 ２０,５９３ ２１,３８８ ２２,３６４ 

 ひとり暮らし高齢者世帯数 

（総世帯数比） 

４,２３８ 

(６.２０％) 

４,５６０ 

(６.５９％) 

４,９２５ 

(７.０５％) 

 高齢者のみの世帯数 

（総世帯数比） 

４,０７５ 

(５.９７％) 

４,３２３ 

(６.２５％) 

４,６９２ 

(６.７２％) 

                          ※資料：住民基本台帳（４月１日現在） 

（２）障害のある人の内訳 

本市に在住する障害のある人の人数について、手帳所持者数において、すべての障

害で、年々増加しています。 

表２‐３ 手帳所持者数 

 （単位：人） 

区 分 平成２３年 平成２４年 平成２５年 

身体障害者手帳 ４,６４２ ４,７００ ４,７８８ 

療育手帳 １,００３ １,０６２ １,１１２ 

精神障害者保健福祉手帳 ６３５ ７３０ ８２４ 

計 ６,２８０ ６,４９２ ６,７２４ 

                       ※資料：安城市「福祉のあらまし」（４月１日現在） 

（３）子どもの年齢内訳 

 本市に在住する子どもの人数は減少傾向にありますが、年齢内訳は次のとおりです。 

 表２‐４ 年齢別子ども数  

（単位：人） 

区 分 平成２３年 平成２４年 平成２５年 

０～ ２歳（乳児） ６,０７９ ５,９４７ ５,９０９ 

３～ ５歳（幼児） ５,８８１ ５,９７８ ５,９５２ 

６～１１歳（小学生） １２,０３０ １１,９０１ １１,７３８ 

１２～１４歳（中学生） ６,０６３ ６,１９７ ６,２０２ 

計 ３０,０５３ ３０,０２３ ２９,８０１ 

                          ※資料：住民基本台帳（４月１日現在） 
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３ 予算の状況 
 

本市の一般会計の当初予算歳出総額は、年によって増減がありますが、民生費はその

増減の影響をさほど受けずに、概ね増加の傾向にあります。平成元年度から平成２５年

度にかけて、一般会計の民生費が約３.３倍、特別会計の民生費関係（※）が約２.９倍

となっています。また、平成２５年度でみると、一般会計の総額のうち民生費の割合が

３６.０％を占めています。 

表２‐５、図２‐５ 市当初予算歳出の推移 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市当初予算 

年度 
一般会計 特別会計 

総額 民生費 民生費関係 

平成 １ ３０,９４０ ６,２５７ ８,４２０ 

平成 ５ ４４,６６０ ７,７９０ １１,１１４ 

平成１０ ５１,７００ １２,４４０ １４,８００ 

平成１５ ４８,９４０ １１,５７２ ２２,５８７ 

平成１６ ５４,２８０ １２,０６８ ２３,１４７ 

平成１７ ５１,５００ １２,３９２ ２４,２４７ 

平成１８ ５２,９４０ １２,８７９ ２５,２２１ 

平成１９ ５６,５９０ １４,６２６ ２６,９４２ 

平成２０ ５９,６９０ １４,７０５ ２１,９８８ 

平成２１ ５６,７２０ １４,９４７ ２０,５７５ 

平成２２ ５６,２５０ １７,８５２ ２１,０５２ 

平成２３ ５６,９２０ １９,９７２ ２１,６９２ 

平成２４ ５６,７２０ ２０,２１５ ２２,９３０ 

平成２５ ５７,１００ ２０,５５１ ２４,０９３ 

※特別会計の民生費関係 

①「国民健康保険事業」「老人保健事業」「介護保険事業」

「後期高齢者医療」の４会計を合計した金額です。 

②「介護保険事業」は平成１２年度から、「後期高齢者医

療」は平成２０年度から予算化されています。 

③「老人保健事業」は平成２２年度で廃止されています。 
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１ 福祉関係施設 
 

市内には、福祉センターをはじめとした様々な施設があります。 

地区社協の区域ごとの福祉関係施設の分布は図２‐６のとおりです。 

図２‐６ 市内の福祉関係施設分布 

    

２－２ 地域福祉資源の概況と特徴 
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２ 福祉関係団体等 
 

（１）町内福祉委員会 

① 町内福祉委員会の組織 

町内福祉委員会は、町内会を区域に各町内の実情に合わせて設立され、住民による

地域福祉活動を推進する組織です。 

構成員や人数については特に規定されていませんが、地域で活動している団体及び

公職の人、福祉に関心のある人など、約１０～３０人で構成されています。 

② 町内福祉委員会の主な活動 

ア サロンや昼食会などのふれあい交流活動の実施 

イ 住民意識調査、福祉マップなどの作成 

ウ 福祉や介護などに関する勉強会等の開催 

エ 広報紙の発行 

オ 地域での要援護者等への見守りや生活支援、災害に備えた支援 

 

表２‐６ 町内福祉委員会の区域 

地区社協名 活動拠点 町内会名 
町内福祉委員会の 

設立状況 

東山 
東山中学校区 北部福祉ｾﾝﾀｰ 

里、井畑、石橋、橋目、柿𥔎、尾崎、
宇頭茶屋、浜屋、東栄、今本 

町内会の区域ごとに設立 
（東栄、今本町内会は、東栄・今

本連合として活動） 

中部 
安城北中学校区 中部福祉ｾﾝﾀｰ 

今池、コープ野村新安城、池浦、新
田、西別所、東別所、別郷、別所団
地、北山崎、高木、大岡、山崎、明
治本町、昭和町、大東町 

町内会の区域ごとに設立 

作野 
篠目中学校区 

緑町、二本木町を含む 
作野福祉ｾﾝﾀｰ 

住吉、篠目、井杭山、二本木、美園、
二本木新町、緑、依佐美・美園住宅 

町内会の区域ごとに設立 
（二本木、美園、二本木新町、緑

の４町内会は二本木連合として

活動） 

中央 
安城南中学校区 
石井町を除く 

総合福祉ｾﾝﾀｰ 

栄町、御幸、本町、本通り、朝日町、
相生、末広、花ノ木、日の出、南町、
百石、城南、大山、横山、赤松 

町内会の区域ごとに設立 
（栄町、朝日町、日の出町内会は

未設立） 

安祥 
安祥中学校区 安祥福祉ｾﾝﾀｰ 

上条、土器田、西尾、秋葉、東尾、
河野、古井、古井新町、古井住宅 

町内会の区域ごとに設立 

西部 
安城西中学校区 

緑町、二本木町を除く 
西部福祉ｾﾝﾀｰ 

下管池、箕輪、高棚、福釜、榎前 町内会の区域ごとに設立 

明祥 
明祥中学校区 
石井町を含む 

南部公民館 

石井、和泉、東端、根崎、城ケ入 町内会の区域ごとに設立 

桜井 
桜井中学校区 桜井福祉ｾﾝﾀｰ 

藤野、桜井北、堀内、城山、城向、
桜井西町、東町、姫小川、館出、鹿
乗、小川、三ツ川 

町内会の区域ごとに設立 

（平成２５年１０月１日現在）   
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（２）民生委員児童委員、主任児童委員 

民生委員は、民生委員法により社会福祉の奉仕者として、厚生労働大臣の委嘱を受

けて活動しています。また、同時に児童福祉法により児童委員を兼ねています。任期

は３年で、県知事が定める区域（概ね中学校区）ごとに民生委員児童委員協議会（以

下「地区民協」という。）を組織しています。また、主任児童委員は、各小学校区に１

人が配置されており、地区民協に属しています。 

なお、次表には、民生委員及び主任児童委員の人数を記載しています。 

市域で組織される安城市民生委員児童委員協議会では、平成２５年度の活動重点事

項として、次の７項目により取り組んでいます。 

①  援助を必要としている人々への訪問活動等の推進 

②  災害時にひとりも見逃さない運動の確立 

③  福祉活動への住民参加の促進 

④  児童虐待防止活動の推進 

⑤  高齢者虐待防止活動の推進 

⑥  研修への取組み強化 

⑦  情報の共有・管理保護の徹底 

表２‐７ 地区民協構成人数 

地区 
民生委員 
児童委員   
（人） 

主    任 
児童委員 
（人） 

計 担当地区 

東山地区民協 ２５ ３ ２８ 東山中学校区 

中部地区民協 ３６ ４ ４０ 
安城北中学校区 

（住吉町の一部を含む） 

作野地区民協 ２５ ３ ２８ 
篠目中学校区 

（住吉町の一部及び三河安城町の一部を除く） 

中央地区民協 ３２ ２ ３４ 
安城南中学校区 

（石井町を除く） 

安祥地区民協 ２２ ２ ２４ 安祥中学校区 

西部地区民協 ２４ ３ ２７ 
安城西中学校区 

（三河安城町の一部を含む） 

明祥地区民協 １２ ２ １４ 
明祥中学校区 

（石井町を含む） 

桜井地区民協 １９ ２ ２１ 桜井中学校区 

計 １９５ ２１ ２１６   

（平成２５年１２月１日現在） 
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（３）ボランティアセンター、市民活動センター 

市社協は、ボランティアの活動推進を図ることを目的に、昭和５３年１０月にボラ

ンティアセンターを設置しました。 

ボランティアセンターでは、ボランティア活動に参加したい人を登録するとともに、

ボランティアの派遣を希望する人や関係機関との連絡調整等に対応するボランティア

相談、ボランティアの育成、福祉学習の推進、ボランティア活動の支援、啓発などを

行っています。 

ボランティアセンターの登録は、特に趣味等を主な活動としながら、ボランティア

活動も行う団体の登録が増加傾向にあります。 

平成２３年度は東日本大震災をきっかけに、個人のボランティア登録者数が大きく

増加しましたが、平成２５年度以降、個人のボランティア登録を継続する人は少なく、

ボランティア活動をする前に必要に応じて登録する人が多くなっています。 

市民活動センターは、市民活動のサポート拠点として平成１７年１月に設置され、

市民活動に関する様々な情報の提供、活動団体相互の交流と連携の促進や市民活動団

体の自立を支援しています。 

また、本市では、国や県に認可を受けた特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）が保健

福祉や防災、環境、まちづくりなどの分野において活動しており、今後も幅広い活動

の展開が期待されています。 

なお、国や県に認可を受けていない非営利活動団体に関しても、本計画では、認可

の有無に関わらずＮＰＯと表記しています。 

 

表２‐８ ボランティアセンター登録数 

 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

登録人数（人） ４,４５９ ４,６２０ ５,４２６ ５,１９６ ４，３９４ 

登録団体数（団体） １５５ １６３ １９２ １９２ １６５ 

（３月３１日現在、平成２５年度は９月３０日現在） 

表２‐９ 市民活動センター登録数 

 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

登録団体数（団体） ３００ ３５４ ３６０ ３３４ ３４５ 

（３月３１日現在、平成２５年度は９月３０日現在） 
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（４）地区社会福祉協議会 

住民の地域福祉活動への参加や福祉のまちづくりを進めるため、平成９年度から１

２年度にかけて、概ね中学校区ごとに地区社協を設立し、コミュニティワーカーを配

置しました。 

町内会を区域とする町内福祉委員会の設立を働きかけ、地域福祉活動を推進してき

ました。 

特に、日常生活の中で共助を推進する組織としての町内福祉委員会の組織化や活動

の支援に取り組んでいます。 

 

表２‐１０ 地区社協の主な事業 

区分 事業内容 

小地域福祉活動の支援 
町内福祉委員会の設立・活動支援 
ボランティアの育成・支援 

啓発活動 
勉強会・福祉講座等の開催 
広報紙の発行 
講演会等イベントの開催 

福祉サービスの窓口 
車いすの貸出し 
車いす移送車「サルビア号」の貸出し 
乳酸菌飲料宅配事業の利用受付け 

 

図２‐７ 地区社協の組織図（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 員 会 

会 長 １人 
副会長 ２～３人 
幹 事 数人 

監 事 ２人 

構 成 員（団体等）  

町内会 民生委員 
町内女性部  青年団 子ども会 
老人クラブ  公民館 小中学校 

 高等学校 保護司 スポーツ推進委員 
 幼稚園    保育所  福祉施設 
 農業協同組合 医療機関 商店・企業 
 駅 ボランティア 
 他の協力団体及び機関 事務局（福祉センター） 

  地区社協担当職員 

地区社協 
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（市町村社会福祉協議会） 

第１０９条  市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲

げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社

会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあ

ってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者

の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を

経営する者の過半数が参加するものとする。 

（１）社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

（２）社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

（３）社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

（４）前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

 

【社会福祉法（市町村社会福祉協議会関係部分）】 

（５）社会福祉協議会 

社会福祉協議会とは、社会福祉法第１０９条に位置づけられた地域福祉の推進を図

ることを目的とした団体です。市社協は昭和２７年に設立し、昭和４３年に社会福祉

法人の認可を受けています。 

市社協では、第１次地域福祉活動計画で地区社協にコミュニティワーカーを配置す

ることを定め、町内福祉委員会の設立を支援しました。 

また、地域福祉の推進を図ることを目的に、次表に掲げたような多様な福祉事業を

展開するとともに、市の委託事業の実施や指定管理者として福祉センター等の管理、

運営を行っています。 

 

表２‐１１ 市社協の主な事業（※は本市の委託又は指定管理事業） 

町内福祉委員会等の活動支援 移送サービス、院内介助サービス事業 

地区社協の運営支援 ふれあいサービスセンター事業 

福祉学習の推進 居宅介護支援事業 

広報紙の発行 訪問介護等事業（ホームヘルプサービス） 

福祉まつりの開催 地域包括支援センター事業※ 

生活福祉資金等の貸付け 通所介護等事業（老人デイサービス）※ 

善意銀行事業 障害相談支援事業※ 

日常生活自立支援事業 福祉センターの運営・福祉避難所の運営※ 

成年後見支援事業 介護予防事業※ 

車いす・車いす移送車の貸出し事業 就労継続支援事業※ 

心配ごと相談・福祉法律相談等相談事業 身体障害者デイサービスセンターの運営※ 

ボランティアセンター事業・災害ボラン

ティアセンターの運営 
養護老人ホームの運営※ 

ひとり暮らし高齢者乳酸菌飲料宅配事業 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業※ 

安城市共同募金委員会としての事業 日本赤十字社安城市地区としての事業 
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３ 地域福祉活動の特徴 
 

（１）地区社協を支援組織として小地域福祉活動を展開 

平成２５年１０月１日現在、７９町内会のうち、７６町内会において町内福祉委員

会が設立されており、サロンや昼食会などのふれあい交流活動、介護教室などの学習

活動のほか、福祉マップの作成、要援護者への見守り支援といった様々な小地域福祉

活動に、地域の実情にあった方法で取り組んでいます。 

一方、町内福祉委員会未設立の町内会においても福祉について話し合う会議やサロ

ンを開催するなど、小地域福祉活動に取り組んでいます。 

 

（２）町内福祉活動計画に基づく計画的な小地域福祉活動の実践 

第２次計画の策定に際して各町内福祉委員会では町内福祉活動計画を策定し、計画

的に小地域福祉活動に取り組んでいます。 

 

（３）地域での見守り活動 

本市では、平成１６年度から災害時要援護者支援制度の運用を開始し、要援護者を

支援する体制づくりを行ってきました。しかし、登録された地域支援者が更新されて

いない状態であったり、地域支援者と在宅介護支援センター等の専門機関との連携が

十分に行われないなど、支援や見守りの体制が十分でない状況になっていました。 

そのため、見守り体制の再構築と孤立死を出さないまちづくりを目指して、平成２

３～２４年度に「地域見守り活動モデル事業」を実施しました。平成２５年度からは

「地域見守り活動推進事業」として市内全域へ展開しています。 

 

（４）高齢者や児童等の虐待やドメスティックバイオレンス被害の防止の体制強化 

本市では、虐待等防止地域協議会の中で、虐待やドメスティックバイオレンス（以

下「ＤＶ」という。）への対応や防止を検討するため、児童部会、高齢者部会、障害者

部会、ＤＶ部会を設置するほか、平成１８年度に高齢者の虐待対応を行う地域包括支

援センター、平成２４年度に障害者虐待防止センターを設置し、迅速かつ専門的な対

応ができる体制が整いつつあります。 

 

（５）地域福祉の新たな担い手の養成 

ボランティアセンターでは、従来からの手話や点訳、音訳に加え、新規分野として

園芸や傾聴などの福祉ボランティアを養成するとともに、福祉センターと協働して地

域でのボランティアの養成をしています。 

また、市民活動センターでも、団体運営を支援する講座や市民活動実践者と交流す

る機会を設けるなど、人材・団体育成事業を実施しています。
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第２次計画の成果と課題を、基本目標別に整理しました。内容は次のとおりです。 

（１）基本方針１－１ 住民主体の地域福祉活動の展開 

成
果 

① 市広報紙や市公式ウェブサイトで第２次計画を掲載し、住民への地域福祉活動の

周知を図りました。 

② 市社協広報紙で年４回の地域福祉の特集記事を掲載するとともに、勉強会を通じ

て他地域や先進自治体の事例を学ぶことなどにより啓発や情報共有を図りました。 

③ 防災講演会や勉強会を実施し、自助、共助の意識向上と自主防災組織間の情報交

換を図りました。 

④ 地域見守り活動モデル事業により、特定のモデル町内で重点的に地域での見守り

活動の体制づくりを支援し、活動方法のマニュアルを作成しました。 

課
題 

① 第１次福祉圏域である町内会単位での活動を促進するため、町内会未加入者への

働きかけが必要となっています。 

② 地域活動の担い手である老人クラブや子ども会など地域で活動する当事者団体

への住民の加入促進が求められています。 

③ 町内福祉委員会が設立されていない町内会があります。 

（２）基本方針１－２ ひとにやさしい安全・安心なまちづくり 

成
果 

① 市広報紙や市公式ウェブサイト、メール配信などによる犯罪情報の提供を計画的

に実施しました。 

② 市内すべての自主防災組織で防災訓練が行われました。また、自主防災リーダー

養成研修、モデル地区における自主防災組織支援事業などを行い、地域の防災力の

向上を図りました。 

③ 災害時要援護者支援制度登録者へ救急医療情報キット（安心キット）を配布しま

した。 

④ 防犯教室や街頭啓発キャンペーンを開催して防犯の啓発を図りました。 

⑤ 小学校の登下校の見守りや交通安全のため、スクールガードや交通安全シルバー

リーダーを育成しました。 

⑥ 名鉄新安城駅の駅舎、小中学校の校舎改修や道路整備などでバリアフリー化が進

んでいます。 

課
題 

① 自主防犯活動が未実施の町内会があります。 

② 幼児交通安全クラブが設置されていない保育所、幼稚園があります。 

③ 住民にわかりやすい広報活動の充実が求められています。 

④ 災害時要援護者支援制度の周知、啓発が必要です。 

⑤ 市内全域へのバリアフリー化の推進が必要です。   

１ 基本目標１  自分たちのまちは、自分たちで守ろう、創ろう！ 

－住民による安全・安心なまちづくり－ 

２－３ これまでの施策の主な成果と課題 
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（１）基本方針２－１ 誰にでもわかりやすい広報・啓発の推進 

成
果 

① 市広報紙や市公式ウェブサイト、窓口での案内など計画的に福祉サービスの情報

提供を実施しました。 

② 市社協の公式ウェブサイトのリニューアルを行い、閲覧環境を改善しました。 

③ パンフレットやガイドブックの多言語化を図りました。 

④ 手話通訳者を市障害福祉課に１人配置しました。また、窓口対応件数も年々増加

しています。 

課
題 

① 市広報紙や市公式ウェブサイトにおいて、福祉サービスなどの専門的な内容を具

体的にわかりやすく表現できていないところがあります。 

② 外国語版生活ガイドブック（４言語）を毎年１言語ずつ改訂していますが、情報

が古いままのものがあります。 

（２）基本方針２－２ きめ細やかな相談体制の確立 

成
果 

① 弁護士による法律相談の時間拡充など、市民相談窓口を充実しました。 

② 地域包括支援センターに虐待や認知症などの専門チームを設置しました。 

③ 民生委員の広報紙を配布し、活動の認知度を高めることができました。 

④ 介護相談員を派遣することにより利用者と事業者をつなぐことができました。 

⑤ 子育て支援総合拠点施設（あんぱーく）の開設に伴い、土曜日の育児相談窓口が

設置できました。 

課
題 

① 高齢者の総合相談窓口としての在宅介護支援センターの認知度の向上が必要で

す。 

② ＤＶ被害に対する相談窓口の周知が十分でなく、潜在的な被害者への支援ができて

いません。 

 

２ 基本目標２  暮らしを支える多様なサービスを充実させよう！  

－わかりやすい情報の提供と 

地域に根ざしたサービスの基盤づくりー 
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（３）基本方針２－３ 幅広い多様なサービスの充実 

成
果 

① 当事者団体等の関係団体懇話会での要望を受け、団体の広報を充実しました。 

② 市社協広報紙で当事者団体等の特集記事を掲載し、情報提供を行うことができまし

た。 

③ 子育てサークルへの活動費助成により、親子の交流や子育ての情報交換などが進

み、当事者同士で相談できる場をつくることができました。 

④ ＮＰＯの活動に関する周知と組織化に向けた支援のために「あんじょう市民活動

情報サイト」を運営し、平成２４年度末現在３３４団体が登録しました。 

⑤ 福祉施設の計画的整備と内容の充実のため、平成２４年度に特別養護老人ホー

ム、地域密着型特別養護老人ホームが開設されました。認知症高齢者グループホー

ムは、日常生活圏域ごとに設置することとし、平成２５年度にすべての圏域で開設

されました。 

⑥ 児童クラブの入会希望者増加に対応し、第２児童クラブを新設して受け入れを進

めました。 

課
題 

① 精神障害者への支援が十分ではありません。 

② ごみ出しの支援などの一人ひとりの困りごとへの対応が十分にできていません。 

③ ファミリーサポートセンターにおける提供会員、両方（依頼・提供）会員が十分に

確保できていません。 

④ 医療的なケアを必要とする人に対する支援体制の整備が十分ではありません。 

⑤ 障害のある人の就労支援等の自立生活に向けたサービスの充実が必要です。特に、

就労移行支援利用者の移行期間満了後における進路の不安への対応が十分ではありま

せん。 

⑥ 重度障害者の利用できる施設やグループホームが不足しています。 

⑦ 築３０年以上の１６か所の保育所の改修を計画的に進める必要があります。 

（４）基本方針２－４ サービスの質の向上 

成
果 

① 安心して福祉サービスを利用できるよう苦情相談窓口を設置し、運営しました。 

② 「介護サービス情報公表システム」により、事業者ごとのサービスの質の評価が

閲覧でき、利用者の安心確保につながりました。 

③ 成年後見制度については、平成２３年度に市社協で低所得者向けの法人後見事業

を開始しました。 

課
題 

① 苦情相談窓口について十分に周知されていません。 

② 福祉事業者における第三者評価の促進が望まれます。 

③ 日常生活自立支援事業の利用件数増加に対応できる体制が十分ではありません。 

④ 成年後見制度の啓発、専門的な相談に対応できる体制が十分ではありません。 

⑤ ひとり暮らし高齢者等の安否確認情報の一元的な整理ができていません。 
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（１）基本方針３－１ 早期発見・早期対応に向けた支援ネットワークの確立 

成
果 

① 高齢者への虐待に対して、市、地域包括支援センターを中心に対応できる体制を

構築しました。 

② 障害者虐待防止センターを設置し、対応窓口を明確にしました。 

③ 町内福祉委員会で福祉マップ等を活用し、要援護者の情報やニーズを共有すると

ともに、早期発見のための見守り活動の体制の整備に取り組みました。 

④ 介護予防（二次予防）事業対象者は、生活機能の維持、向上などの成果がありま

した。 

⑤ 市社協と医師会が連携して地域ケア体制の推進のための勉強会を開催し、介護支

援専門員や訪問看護担当者等と意見交換や情報共有を行いました。 

⑥ 障害のある人のための相談支援事業所を後方支援する基幹相談支援センターを

平成２５年度に設置しました。 

課
題 

① 増加している児童、高齢者、障害のある人の虐待の相談や支援に迅速かつ継続的

に対応する体制が必ずしも十分ではありません。 

② ＤＶ被害者からの相談等に対応するため、横断的な庁内連絡会議や情報共有が必

ずしも十分ではありません。 

③ 虐待防止に関する広報、啓発が必ずしも十分ではありません。 

④ 介護予防（二次予防）事業の認知度と参加率が伸びていません。 

⑤ 障害のある人の相談支援のための基幹相談支援センターを核とした相談支援ネ

ットワークの構築と連携体制が十分ではありません。 

⑥ 医療分野などの福祉以外の分野との連携が十分ではありません。 

（２）基本方針３－２ 関係機関の連携の強化 

成
果 

① 困難事例に関する住民と地区社協、在宅介護支援センター、地域包括支援センタ

ー、介護支援専門員などとの地域ケア体制の基盤となる会議の開催ができました。 

② 自立支援協議会での協議を行うことにより養護学校卒業後の進路希望の把握な

どができました。 

③ 福祉事業者に障害のある人の相談支援事業への参入を促進しました。 

④ 小学校の登下校時のスクールガードによる見守り活動の取組みが進められてい

ます。 

⑤ 平成２４年度から、早期療育に向けた支援体制として「療育関係機関連絡会」を

開催しました。 

課
題 

① 未就学児のネグレクトやＤＶからの避難などの問題に対応するための関係部署、

関係機関との連携強化と情報共有が必ずしも十分ではありません。 

② 多職種協働による包括的な地域ケア体制が構築できていません。 

 

３ 基本目標３ 自助・共助・公助の重層的な支援体制を創出しよう！  

－地域まるごと支え合いの仕組みづくり－ 
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（１）基本方針４－１ こころのバリアフリーの推進 

成
果 

① 町内福祉委員会での介護教室や介護予防などを学ぶ勉強会の開催を支援しまし

た。 

② 多くの町内福祉委員会で、世代間交流の場としてのサロンを開催しました。 

③ 地域の交流の重要性などを啓発するための講演会を開催しました。 

④ 三河万歳や凧作りなどの伝統文化の継承や地域の特産物の栽培などを通じ、学校

と地域が交流しました。 

⑤ 育児講座などの子育て支援の保育事業の対象を、民間企業等の事業所のみから小

中学校の授業、公共施設行事なども含めるなど拡大しました。 

課
題 

① 育児講座などの子育て支援の保育事業についての周知が十分ではありません。 

② 認知症サポーター養成講座修了者の活動の場の確保など、支援が十分ではありま

せん。 

③ 多文化共生社会の実現に向けた国際理解講座等を開催する体制が十分ではあり

ません。 

（２）基本方針４－２ 地域福祉の新たな担い手の養成 

成
果 

① 各地区社協で福祉講演会を開催し、福祉についての理解を深めることができまし

た。 

② 安城シルバーカレッジ卒業生からボランティアや地域活動へ参加する人が増加

しました。 

③ 福祉まつりや公民館まつりなどのイベントでの中学生、高校生のボランティアの

参加を促進しました。 

④ ボランティアセンターで手話入門講座、傾聴ボランティア講座などを開催し、ボ

ランティアを養成しました。 

⑤ 市民交流センターで市民活動団体の育成、支援のためのスキルアップ講座、わく

わくサロンを開催しました。 

⑥ 市民活動センターの認知度が向上し、住民と団体のマッチング件数が増加しまし

た。 

⑦ 町内福祉活動計画を町内福祉委員会で策定したことで活動が定着し、担い手の発

掘、育成が行いやすくなりました。 

課
題 

① 講座受講者にボランティア活動の情報提供を行うなどの参加機会の創出や地域

活動につなげる仕組みがまだできていません。 

② 福祉センターにおける人材の発掘、育成と活動支援が十分ではありません。 

③ 地域活動の担い手である老人クラブや子ども会など地域で活動する当事者団体

への住民の加入促進が十分にできていません。 

 

４ 基本目標４ 地域の福祉力を引き継ぐ担い手を育もう！  

－地域福祉活動を支えるひとづくりと 

活動の拠点づくり－ 
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（３）基本方針４－３ 健康づくり・生きがいづくり活動の推進 

成
果 

① 各公民館の自主グループ情報を一元化し、公民館での配布や市公式ウェブサイト

により住民に情報提供をすることができました。 

② シルバー人材センターでは、平成２３年度から軽度の家事援助サービス（ワンコ

インサービス）を実施し、働くことを通じた生きがいづくりや地域社会に貢献する

機会を提供しました。 

③ 在宅の障害のある人を対象とした講座型デイサービス事業を実施し、年々受講者

が増加しています。 

④ 就労相談員の相談、情報提供及び同行を通じて、障害のある人の一般就労を支援

しました。 

課
題 

① 公民館講座修了生の自主グループ化への働きかけ及び既存グループの新規会員

の加入促進が十分ではありません。 

② 障害のある人のニーズにあった参加しやすい講座の充実が必要です。 

③ 一般就労を望む障害のある人と障害のある人の雇用を法定雇用率まで引き上げ

たい企業との調整が十分ではありません。 

（４）基本方針４－４ 地域福祉活動を支える拠点機能の充実 

成
果 

① 福祉センターを安祥中学校区では平成２５年度に開館しました。また、明祥中学

校区では平成２８年度の開館に向けて事業を進めています。 

② 町内福祉委員会で、世代間交流の場としてのサロンを開催しました。 

③ 子育て中の親子のためのつどいの広場を３か所、子育て支援センターを５か所で

運営し、育児相談や遊びの場を提供しました。 

課
題 

① 町内公民館における住民の生きがいづくりにつながるサロン活動の充実が必要

です。 

② つどいの広場の参加者が増加しており、受入れ体制、環境の整備が必要です。 

 



第２章 本市における地域福祉の現状と課題 

 

33 

 

 

本計画の策定に向けて、地域福祉の現状、ニーズ、意識の変化等を把握するために、

平成２４年９～１０月に住民及び福祉関係機関等を対象にしてアンケート調査を実施し

ました。その調査結果の概要は次のとおりです。 

 

安城市地域福祉計画基礎調査（アンケート調査）の概要 

１  調査対象 

（１）市内に在住する１８歳以上の人から３,０００人を無作為抽出 

（２）市内の地域福祉関係者及び関係機関（学校、企業、町内会、福祉関

係団体、ボランティア団体、ＮＰＯ、福祉事業者）２２３件 

（３）市内に在住する中学２年生及び１６～１７歳の人から４８０人を無

作為抽出 

２  調査期間 

調査対象 （１）（２）平成２４年９月３日～９月２８日 

（３）   平成２４年１０月１２日～１０月２９日 

３  調査方法 

行政連絡員による配布・郵送による回収 

４  有効回答数・回答率 

調査対象 （１）有効回答数 １,４２７人（有効回答率４６.７％） 

（２）有効回答数    １９３件（有効回答率８６.５％） 

（３）有効回答数      ９７人（有効回答率２０.２％） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 結果の概要 

２－４ アンケート結果 
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調査結果から整理した本市の地域福祉の現状と主な課題は次のとおりです。 
 

（１）災害時における地域の役割、災害時要援護者支援制度の普及 

【現状】 地震などの災害に対する地域での備えとして「隣近所での住民同士の日ご

ろのつながりと助け合い」や「高齢者や障害者（児）などの支援を必要とす

る人たちへの支援体制の整備」などをあげる人が多くなっています。 

  また、災害時要援護者支援制度は、「地域で福祉活動をしている」、「福祉サ

ービスを利用している」と回答した人のうち「一人暮らしの世帯」、「夫婦の

みの世帯」では「まったく知らない」と回答した人が各１％程度と少なく、

周知が進んでいます。 

【課題】 災害時要援護者支援制度について「まったく知らない」と回答した人のう

ち、８割近くの人が福祉に関わりがないと回答しており、福祉と防災の連携

した啓発が必要です。 

 

図２‐８ 大地震などの災害における地域としての備え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域福祉の現状と主な課題 

％

隣近所での住民同士の日ごろ
のつながりと助け合い

高齢者や障害者（児）などの支
援を必要とする人たちへの支
援体制の整備

隣近所での避難場所や避難方
法を話し合って、決めておく

防災教育・訓練の実施

災害時に役立つ専門技術や知
識をもつ人材の把握

心肺蘇生法、応急手当などの
救命講習会の開催

地域の行事などでの防災意識
の啓発

その他

特に備えは必要ない

無回答

53.3

47.0

42.3

36.6

30.0

27.8

26.6

2.4

2.7

3.5

60.8

52.2

42.8

34.0

28.4

29.7

27.2

1.0

1.3

3.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成24年度調査（1427)
平成19年度調査（1292)

（Ｎ=1427） 

（Ｎ=1292） 
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（２）当事者が支援者に上手に働きかけられる環境づくり 

【現状】 隣近所の人からお手伝いを頼まれたことのある人は、２６.０％に留まって

います。また、隣近所の人との付き合いの程度では５８.８％の人が「顔が合

えばあいさつをする」と回答しています。 

【課題】 自分や家族が介護や病気、子育てで困ったときは、「日ごろの声かけ・見守

り」以外に、「関係機関の紹介」や「災害など緊急時の支援」、「介護の相談」

などの希望が多くあります。希薄化傾向にある隣近所との付き合いの中で、

特に、助けて欲しいときに自ら上手に働きかけることが必要だという意識を

持つ必要があります。   

図２‐９ 隣近所の人からのお手伝いの依頼 

 

 

 

 

 

（３）必要な人が必要なときに必要な福祉関連情報等を入手できる環境づくり 

【現状】 福祉に関する情報入手の状況について「あまり入ってこない」「全く入って

こない」と回答した人が、４５.７％います。ただし、「あまり入ってこない」

と回答した人では約２割、「全く入ってこない」と回答した人では約４割が、

知りたい情報について「今は特にない」と答えています。また、情報が「あ

まり入ってこない」「全く入ってこない」と回答した人のうち、家族等の介護

をしている人が４.８％いました。 

【課題】 すべての情報を広く発信することだけではなく、必要なときにどこで情報

が入手できるかを周知することが必要です。また、介護者等の情報が必要な

人にも福祉関連情報が届いていない人もいるため、市だけでなく、市社協、

地区社協、ボランティア団体、福祉事業者、福祉団体、その他ＮＰＯなどの

関係機関や団体が、情報を入手できるよう支援することが必要です。 

図２‐１０ 福祉に関する情報入手の状況 

 

 

 

 

 

 

N =

平成24年度調査 1427

平成19年度調査 1292 4.7 22.1 45.8 10.1 13.8

2.5

36.0 37.9 7.8 14.5

3.5

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2.5 36.0 37.8 7.8 14.5 1.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分入ってきている まあまあ入ってきている

あまり入ってこない 全く入ってこない

わからない 無回答

26.0 71.6 2.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

N =

1427 26.0 71.6 2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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N = 1427 ％

日ごろの声かけ・見守り

話し相手

災害時などの緊急時の支援

買い物

関係機関の紹介（情報提供）

ゴミ出しや掃除などの家事

子育ての相談

短時間の子どもの預かり

病院・学校などへの送り迎え

介護の相談

その他

特にない

無回答

56.8

34.7

15.6

8.7

6.9

6.0

5.6

4.9

4.3

3.4

1.2

21.0

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 N = 1427 ％

日ごろの声かけ・見守り

関係機関の紹介（情報提供）

災害時などの緊急時の支援

介護の相談

話し相手

病院・学校などへの送り迎え

短時間の子どもの預かり

買い物

ゴミ出しや掃除などの家事

子育ての相談

その他

特にない

無回答

33.1

30.2

28.5

27.4

19.6

12.1

9.0

8.5

7.6

7.3

1.3

12.1

2.5

0 10 20 30 40 50

（４）地域の見守り活動のさらなる充実 

【現状】 介護や病気、子育てなどで困っている世帯に対して地域でして欲しいこと

としては、「日ごろの声かけ・見守り」が最も多くなっています。また同様に、

自分でできる取組みの回答の中でも最も多くなっています。 

【課題】 アンケート結果での「して欲しい」「できる」という意識を、見守り活動の

実践に結びつけるための仕組みや町内福祉委員会など活動組織の支援が必要

です。 

  
（５）「自分ができる」という支え合いの取組みと、「地域でして欲しい」という支え合い

の取組みのコーディネート機能の強化 

【現状】 介護や病気、子育てなどで困っている世帯に対する取組みのうち、「日ごろ

の声かけ・見守り」と「話し相手」については、「自分ができる」という割合

が「地域でして欲しい」という割合を上回っています。一方、「関係機関の紹

介（情報提供）」や「介護の相談」、「災害時などの緊急時の支援」については、

「自分ができる」という割合が地域に対するニーズに比べ大幅に下回ってい

ます。 

【課題】 「できる・やりたい」という思いのある人を埋没させないため、「地域でし

て欲しい」という声を把握し、コーディネートする機能の強化が必要です。 

 

図２‐１１                     図２‐１２ 

介護や病気、子育てなどで              介護や病気、子育てなどで 

困ったときに自分ができること             困ったときに地域でしてほしいこと 
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N = 61 ％

地域の付き合いが薄くなっている

住民の移動が多く、メンバー（会員）が定着
しない

メンバー（会員）に世代・男女のかたよりが
ある

メンバー（会員）が高齢化してきている

若い人が興味を持ち、参加しやすい活動が
できていない

活動がマンネリ化してきている

メンバー（会員）が仕事などで忙しく、活動で
きにくい

後継者（次期リーダー）が育たない

新しいメンバーが入ってこない

行政依存・指示待ちの意識がなかなか抜け
ない

活動拠点がない

他のグループや団体と交流する機会が少な
い

活動に必要な情報や専門知識が不足して
いる

活動資金が足りない

「無償か有償か」で意見が分かれている

支援を必要とする人などの情報が得にくい

支援を必要とする人などの要求、希望に応
えられないことがある

住民に情報提供する場や機会が少ない

外部からの問い合せや相談をいつでも受け
る体制（連絡先、専従者）がない

特に問題はない

その他

無回答

14.8

23.0

44.3

9.8

13.1

29.5

29.5

36.1

1.6

9.8

13.1

9.8

31.1

23.0

13.1

11.5

4.9

3.3

1.6

3.3

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50

（６）ボランティア団体やＮＰＯ等と地域（町内福祉委員会）との連携の強化 

【現状】 ボランティア団体やＮＰＯ等の福祉関係団体の中でメンバーの高齢化や活

動資金など組織運営上の問題を感じている団体が全体の約３～４割あります。 

また、これらの団体のうち約２割は「支援を必要とする人などの情報が得

にくい」といった問題を抱えています。 

【課題】 地域福祉活動において福祉関係団体が今以上に力を発揮するには、組織運

営の支援に加え、「支援を求める人」とつながるように、地域（町内福祉委員

会など）と一層の連携を図る必要があります。 

図２‐１３ 福祉関係団体として地域活動を行う上での問題 
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（７）地域活動の担い手やリーダー等の人材確保 

【現状】 町内会や福祉関係団体へのアンケートでは、多くの団体がメンバーの高齢

化やリーダー（役員）の育成、新しいメンバーが入ってこないということに

問題を感じています。住民へのアンケートでも、地域活動やボランティア活

動に「参加している」と回答した人の中で、６０～６９歳の人が３１．５％

と他の世代と比べて、最も高くなっています。ただし、全体で２６．４％、

特に１８～２９歳の３８．２％が地域活動等に「まったく参加したことはな

いが、今後参加したい」と回答しています。 

【課題】 福祉関係団体などでは、後継者やリーダーの育成が課題となっています。 

また、将来的な活動者、リーダーを育成するためにも、福祉学習などの充

実が必要です。 

図２‐１４ 地域活動やボランティア活動への参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

図２‐１５ 地域活動やボランティア活動への参加状況（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成24年度調査 1427

平成19年度調査 1292 20.5 20.7 27.0 23.1 8.7

21.9 21.4 26.4 26.1 4.2
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21.9 21.4 26.3 26.1 4.2
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参加している

以前に参加したことがあるが、現在参加していない

まったく参加したことはないが、今後参加したい

まったく参加したことはなく、今後も参加したいとは思わない

無回答

N =

全体 1427

18歳から29歳まで 165

30歳から39歳まで 225

40歳から49歳まで 235

50歳から59歳まで 231

60歳から69歳まで 283

70歳以上 281 20.6 26.7 16.4 28.5 7.8
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21.9 21.4 26.3 26.1 4.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加している

以前に参加したことがあるが、現在参加していない

まったく参加したことはないが、今後参加したい

まったく参加したことはなく、今後も参加したいとは思わない

無回答
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本市における地域福祉の現状と課題を踏まえ、地域福祉の主要課題を整理しました。

内容は次のとおりです。 
 

（１）ひとり暮らし高齢者と高齢者のみの世帯などの増加への対応 

本市においても着実に高齢化や世帯の少人数化が進んでおり、今後はひとり暮らし

高齢者と高齢者のみの世帯が増加することが予想されます。また、認知症などの要介

護状態の高齢者も増加することが予想されます。 

このため、日ごろの見守り活動を行う住民と福祉や医療などの専門機関が連携を図

りながら、地域ぐるみで対応することが求められています。 
 

（２）地域コミュニティの変容による子育てや高齢者の孤立化などの諸問題への対応 

本市においても農村地域の都市化やライフスタイルの変化が進み、「向こう三軒両

隣」といった近所付き合いや世代間の交流が減るなど、地域コミュニティの結びつき

が希薄になりつつあります。そのため、これまで地域コミュニティが有していた支え

合いの力が弱くなり、子育てに悩んでいる母親や介護を必要とする高齢者とその家族

など、悩みや困りごとを抱えた人が地域の中で孤立しがちな状況があります。これら

が、子どもへの虐待や孤立死、介護疲れによる自殺など深刻な問題に発展しないよう

に、従来からの地縁に加え、同じ悩みを持つ人がお互いに支え合う場づくりなどの日

常的な支援が求められています。 
 

（３）障害のある人が地域で生活しやすい社会基盤づくりへの対応 

障害の有無にかかわらず、地域で自分らしく生活できることを目指すのが地域福祉

です。しかし、現実には様々な課題があり、必ずしも障害のある人が暮らしやすい地

域とはいえない場面もあります。このため、住民の一層の理解を促す啓発や生活を支

援するための社会資源の充実を図っていくことが必要です。 
 

（４）福祉事業者を含めた多様な社会資源と連携、協働した地域福祉活動の展開 

孤立死を出さないまちづくりの実現に向け、本市では現在、地域での見守り活動を

推進しており、市内全域での展開を目指しています。こうした小地域福祉活動を推進

するには、福祉事業者だけでなく、それ以外の事業者にも無理のない範囲で協力を求

め、多様な社会資源の連携、協働による地域福祉活動の推進が必要です。 
 

（５）複合的な支え合いの仕組みづくり 

住民の福祉ニーズが多様化する一方で、自らが地域福祉の担い手となってできるこ

とから支援したいという思いを持った住民も着実に増えています。 

そこで、様々なニーズにきめ細かく対応するとともに、自分が持っている技術や思

２－５ 本市の地域福祉の主要課題 
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いを活かして無理なく地域福祉の担い手として参画できる機会を増やすために、見守

り活動をはじめとする多種多様な支え合いによる複合的な仕組みづくりが求められて

います。 
 

（６）当事者からの働きかけや住民への積極的な啓発による小地域福祉活動の実現 

福祉は担い手と受け手の共同作業です。当事者が支援者に上手に働きかけられるよ

うにすること（助けられ上手）と、身近な要援護者をできる範囲で日常的に見守り、

助けていこうという住民の積極的な意識が求められます。どちらか一方の考えではな

く、双方が自分でできることを行う小地域福祉活動を推進することが必要です。 
 

（７）わかりやすい福祉情報の提供と相談支援の体制づくり 

アンケート調査の結果からわかるように、情報をどれだけ発信しても本人が必要と

判断しない限り、情報は届いていないのが実情です。「火事は１１９番」のように、福

祉でも困ったときにどうするかという点をわかりやすく伝えるため、相談支援の体制

づくりと、その周知が必要です。 

また、市だけでなく、市社協や地区社協、ボランティア、福祉事業者、福祉団体、

その他ＮＰＯなどの関係機関、団体の取組みで、専門的な内容もわかりやすく伝える

情報発信の工夫も必要です。 
 

（８）日ごろからの防災対策と災害時要援護者の支援体制の強化 

災害時に避難行動や避難生活を行うことが難しく、支援を必要とする災害時要援護

者は、避難状況や時期によって求められる支援が異なるため、きめ細かな対応が求め

られています。 

自助としての災害時要援護者本人と家族による備えは必要ですが、市や地域の連携

による日ごろからの安否確認や地域での見守り活動などの福祉と防災の連携、共助と

公助の協働の仕組みづくりが求められています。 

 


